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こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における
取りまとめ（案）概要

〇全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対する支援を強化するものとして「こども誰でも通園制度」を創設
〇令和７年度の制度の在り方、令和８年度からの本格実施に向けた検討の方向性について、検討会で議論し、取りまとめ

第１ こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討の背景  

第２ 令和７年度の制度の在り方について

第３ 令和８年度の本格実施に向けて

〇令和８年度の本格実施に向けて、引き続き、学識経験者、保育所・認定こども園・幼稚園などの関係事業者、地方公共団体と意見交換や
議論を重ねながら検討していくべきである。

第４ おわりに

①令和８年度以降の利用可能時間
・ 令和７年度における制度の実施状況、全国的な提供体制の確保状況、保
育人材の確保状況等を踏まえ、引き続き検討。
②給付化に伴う公定価格の設定
・ 令和８年度からの給付化に伴い、必要な人材を確保し、しっかりと運営できる
ものとなるよう公定価格を設定する必要。
③こども誰でも通園制度の従事者に対する研修
・ 安全性や専門性を担保するため、従事者向けの研修を開発するべきであり、
その内容や実施方法について、引き続き検討。

④市町村による提供体制の整備と広域利用の関係
・ 市町村は子ども・子育て支援事業計画に量の見込みを記載した上で、提
供体制を確保。広域利用の在り方も含めて整理が必要。
⑤令和８年度の全国実施に向けた市町村や事業者の準備等
・全ての市町村が量・質両面から提供体制を確保等できるよう、こども家庭
庁・都道府県による支援が必要。

①令和７年度の利用可能時間
・ 制度の本格実施を見据えて、都市部を含め全国で提供できる体制を確  
保できるようにすること、保育人材確保の状況等を踏まえ、月10時間。
②対象施設及び認可手続
・ 多様な主体の参画を認める観点から、対象施設自体は限定しない。認可基
準を満たしており、適切に事業を実施できる施設であれば認める。
③対象となる子ども
・ 伴走型相談支援等が実施されていることや、安全配慮上の懸念にも鑑み、保
育所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満とする。
④利用方式
・ こども・保護者のニーズは様々であること等を踏まえ、利用方式については
法令上の規定を設けない。
⑤実施方式
・ 一般型、余裕活用型を法令上位置付けた上で、こどもの居宅へ保育従事者
を派遣することについては運用上認める。

⑥人員配置基準
・ 「こどもの安全」が確保されることを前提に、一時預かり事業と同様の人員
配置基準とする。
⑦設備基準
・ 試行的事業の実施状況等を踏まえ、一時預かり事業と同様の設備運
営基準とする。
⑧安定的な運営の確保
・ 年齢に応じた補助単価、障害児、医療的ケア児、要支援児童に係る加
算を設けつつ、しっかりと運営できるものとなるよう設定。
⑨その他の事項（手引、総合支援システム）
・ 実施に当たっての手引について、自治体や検討会の構成員等の関係者
の意見を聴いてとりまとめ、年度末までに示す。
・ 予約管理・データ管理・請求書発行機能を有するシステムについて、令
和７年度から運用開始を予定。運用開始後も運用状況や関係者の意
見等を踏まえ、必要な改修を行っていく。
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こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業 実施状況速報 2024/11/30現在

☆事業実施の受け入れ開始時期については、自治体や事業所による。
☆実施予定自治体数や事業所数は、公募や変更申請の状況、自治体・事業所の状況によって増減あり。
☆不明部分確認後の数値の変更あり。

①実施予定自治体 １１８自治体
※2024/8/30時点

②受入開始自治体 １１３自治体 (96%)
※情報未提出自治体あり、随時更新予定

☞４月開始・・・２１自治体
☞５月開始・・・８自治体
☞６月開始・・・２０自治体

☞７月開始・・・４９自治体
☞８月開始・・・１０自治体
☞９月開始・・・４自治体
☞10月開始・・・1自治体

③開始事業所数 ８０１か所
※開始月の月末までに管内実施一覧を提出

④事業所類型 認可保育所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６９か所 (33.6%)
認定こども園（幼保連携型）・・・・・・２３７か所 (29.6%)
小規模保育事業所（A型）・・・・・・・・・８３か所 (10.4%)
認定こども園（幼稚園型）・・・・・・・・・・・５１か所 (6.4%)
認定こども園（保育所型）・・・・・・・・・・・５０か所 (6.2%)
幼稚園（施設型給付を受ける） ・・・・・・・・・・・・・・３６か所 (4.5%)
幼稚園（施設型給付を受けない）・・・・・・・・・・・・・２８か所 (3.5%)
地域子育て支援拠点・・・・・・・・・・・・・・・ １７か所 (2.1%)
認可外保育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３か所 (1.6%)
事業所内保育事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・４か所 (0.5%)
専用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３か所 (0.4%)
小規模保育事業所（B型）・・・・・・・・・・・・２か所 (0.3%)
認定こども園（型不明）・・・・・・・・・・・・・・・１か所(0.1%)
認定こども園（地方裁量型）・・・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
小規模保育事業所（C型）・・・・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
小規模保育事業所（型不明）・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
家庭的保育事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
企業主導型保育事業所・・・・・・・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
児童発達支援センター等・・・・・・・・・・・・・・  １か所 (0.1%)
一時預かり事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１か所 (0.1%)

⑤運営主体 社会福祉法人・・・・・・・・・３４５か所 (43.1%)
学校法人・・・・・・・・・・・・・１８４か所 (22.9%)
公立・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３か所 (17.9%)
株式会社・・・・・・・・・・・・・・・８５か所 (10.6%)
特定非営利活動法人・・・・・・１１か所 (1.4%)
一般社団法人・・・・・・・・・・・・１１か所 (1.4%)
個人立・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０か所 (1.3%)
有限会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・５か所 (0.6%)
合同会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・３か所 (0.4%)
宗教法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・２か所 (0.2%)
医療法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・２か所 (0.2%)

⑥実施方法 余裕活用型・・・・・・・・・・・・・・・３４６か所 (43%)
一般型（在園児合同）・・・・・２４８か所 (31%)
一般型（専用室独立）・・・・・２０７か所 (26%)

⑦専用室有無 無し・・・・・・・５７０か所 (71%)
有り・・・・・・・２３１か所 (29%)

⑧利用方法 定期利用×自由利用・・・・・ ３０６か所 (38%)
定期利用・・・・・・・・・・・・・・・２６８か所 (34%)
自由利用・・・・・・・・・・・・・・・２２７か所 (28%)

⑨初回の利用時面談
実施有無

有り・・・・・・・６９３か所 (87%)
無し・・・・・・・１０８か所 (13%)

⑩親子通園可否 可・・・・・・・・６６１か所 (82%)
不可・・・・・・１３３か所 (17%)
不明・・・・・・・・・・・７か所 (1%)

⑪一時預かり事業実施
有無

有り・・・・・・・４２０か所 (52%)
無し・・・・・・・３８１か所 (48%)

こども誰でも通園制度の制度化、
本格実施に向けた検討会（第４回） 参考資料１

令和６年12月26日（木）
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